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  国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令和２年４月２０日）を踏まえた補正予

算（令和２年４月３０日成立）を活用し，特に緊急性が高い次の給付金について，補正予

算（２２５億９，６００万円）を専決し，迅速な支給に取り組む。 

 

１ 生活に困っている人々への支援 

（１） 特別定額給付金（２２３億３，４００万円） 

（内訳：給付金２２１億円，事務費２億３，４００万円） 

 

【概要】 

基準日（令和２年４月２７日）において，住民基本台帳に記録されている者につ

いて，一人あたり１０万円を支給 

 

（対象者数）２２１，０００人 

（受 給 者）原則，対象者の属する世帯主 

（申 請 受 付  ５月７日（木）からコールセンターを設置し，オンライン申請受付を

開始 

（支給時期）オンライン申請による支給は５月２１日（木）からを予定 

 

※郵送申請は５月末から申請書発送，令和２年６月１日（月）から受付開始予定 

※支給には郵送申請受付開始から３ヶ月以内の申請が必要 

 

（２） 子育て世帯臨時特別給付金（２億６，２００万円） 

（内訳：給付金２億４，７００万円，事務費１，５００万円） 

 

【概要】 

基準日（令和２年３月３１日）において，児童手当（本則給付）の対象となる児

童について，一人あたり１万円を支給 

 

（対象者数）２４，７００人（公務員含む） 

  （受 給 者）児童手当（本則給付）の受給者 

（案内送付）一般支給対象者（受給拒否をする場合は届出が必要） 

５月２６日（火）からを予定  

  （支給時期）一般支給対象者 

６月２２日（月）からを予定 

   ※受給者が公務員の場合，手続きが異なるため一般支給対象者より若干支給が遅れる 

 

２ 事業実施に伴う財源 

  全額国庫支出金により実施 

特別定額給付金等の専決処分について 


